
（歳入） 引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分） 千円

（歳出） 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 千円

1 社会福祉総務費 36,992 7,740 0 7,000 22,252 3,964

2 心身障害者福祉費 1,487,339 1,028,129 0 17,331 441,879 78,717

1 老人福祉総務費 39,812 2,040 0 725 37,047 6,600

2 老人措置費 134,132 0 0 7,429 126,703 22,571

1 児童福祉総務費 94,461 56,958 1,600 33,822 2,081 371

2 児童措置費 1,857,482 1,206,744 0 56,549 594,189 105,849

3 保育所費 45,465 316 0 18,772 26,377 4,699

4 児童発達支援センター費 56,022 24 40,100 10,277 5,621 1,001

4 生活保護費 2 扶助費 923,330 692,497 0 0 230,833 41,121

1 保健衛生総務費 523,453 0 0 0 523,453 93,248

2 予防費 167,766 11,604 0 11,593 144,569 25,754

1 社会福祉費 5 国民健康保険費 610,826 328,513 0 0 282,313 50,291

2 老人福祉費 1 老人福祉総務費 1,719,847 167,137 0 1,799 1,550,911 276,280

7,696,927 3,501,702 41,700 165,297 3,988,228 710,466

特定財源

地方消費税交付金（社会保障財源分）が充てられる
社会保障施策に要する経費について

　消費税率（国・地方）が、平成26年4月1日から5％から8％、令和元年10月1日から10％へ引き上げられたことに伴
い、地方消費税交付金の増収分については、全て社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　令和2年度銚子市一般会計当初予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。
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※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、事業に要する一般財源の比率に応じて充当します。

合計

3 児童福祉費

2 老人福祉費

1 保健衛生総務費

※人件費、事務費及び基金積立金については、除外しています。
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